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【主な内容】 
 
○○○○会議会議会議会議のののの欠席欠席欠席欠席にににに関関関関するするするする規定規定規定規定のののの改正改正改正改正（（（（議会議会議会議会会議規則抜粋会議規則抜粋会議規則抜粋会議規則抜粋    ※※※※委員会規則委員会規則委員会規則委員会規則にもにもにもにも同内容同内容同内容同内容をををを規定規定規定規定））））    

〔会議の欠席要件を明記〕〔会議の欠席要件を明記〕〔会議の欠席要件を明記〕〔会議の欠席要件を明記〕    

・議員の負傷又は疾病による療養   ・議員又は議員の配偶者の出産 

・親族等の死亡   ・親族等の看護   ・その他 

 

（（（（会議会議会議会議のののの欠席欠席欠席欠席））））    

第第第第２２２２条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合はははは、、、、会議会議会議会議をををを欠席欠席欠席欠席することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

(1) (1) (1) (1) 議員議員議員議員がががが、、、、負傷又負傷又負傷又負傷又はははは疾病疾病疾病疾病のためにのためにのためにのために療養療養療養療養するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合    

(2) (2) (2) (2) 議員又議員又議員又議員又はははは議員議員議員議員のののの配偶者配偶者配偶者配偶者がががが、、、、出産出産出産出産するするするする場合場合場合場合    

(3)(3)(3)(3)    議員議員議員議員のののの配偶者配偶者配偶者配偶者、、、、父母父母父母父母、、、、子子子子、、、、孫孫孫孫、、、、祖父母若祖父母若祖父母若祖父母若しくはしくはしくはしくは兄弟姉妹又兄弟姉妹又兄弟姉妹又兄弟姉妹又はははは配偶者配偶者配偶者配偶者のののの父母父母父母父母がががが、、、、死亡死亡死亡死亡

したしたしたした場合場合場合場合    

((((4444))))    議員議員議員議員のののの配偶者配偶者配偶者配偶者、、、、父母父母父母父母、、、、子若子若子若子若しくはしくはしくはしくは配偶者配偶者配偶者配偶者のののの父母父母父母父母のののの負傷又負傷又負傷又負傷又はははは疾病疾病疾病疾病によりによりによりにより、、、、議員議員議員議員がががが、、、、そそそそ

のののの者者者者をををを看護看護看護看護するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合    

((((5555))))    そのそのそのその他会議他会議他会議他会議をををを欠席欠席欠席欠席するするするする相当相当相当相当のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより会議会議会議会議をををを欠席欠席欠席欠席することができるすることができるすることができるすることができる期間期間期間期間はははは、、、、議長議長議長議長がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

３３３３    第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより会議会議会議会議をををを欠席欠席欠席欠席しようとするしようとするしようとするしようとする議員議員議員議員はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由をををを付付付付してしてしてして、、、、当日当日当日当日のののの開議開議開議開議

時刻時刻時刻時刻までにまでにまでにまでに議長議長議長議長にににに欠席届欠席届欠席届欠席届（（（（別記様式別記様式別記様式別記様式））））をををを提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。ただしただしただしただし、、、、特特特特にやむをにやむをにやむをにやむを

得得得得ないないないない理由理由理由理由によりによりによりにより開議時刻開議時刻開議時刻開議時刻までにまでにまでにまでに提出提出提出提出できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその理由理由理由理由をををを付付付付してしてしてして事後事後事後事後にににに

おいておいておいておいて欠席届欠席届欠席届欠席届をををを提出提出提出提出することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

 

    

        

常任委員会等常任委員会等常任委員会等常任委員会等にににに関関関関するするするする規定規定規定規定のののの見直見直見直見直しのしのしのしの概要概要概要概要    

 

【【【【課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点】】】】    

・委員会運営の規則性や統一性の欠如 

・委員会調査・審査の活性化 

委員会規則の 

新規制定 
※※※※    委員会運営委員会運営委員会運営委員会運営のののの基本基本基本基本

的的的的ななななルールルールルールルールをををを集約集約集約集約    

①①①①    委員会条例委員会条例委員会条例委員会条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正    
※ 第 30 条の委任規定を改正 

②②②②    会議規則会議規則会議規則会議規則のののの一部改正一部改正一部改正一部改正    
※ 会議規則は、原則本会議に関する規定に特

定し、委員会の運営に関する規定は、新規制

定の委員会規則へ規定替え 
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○○○○委員会規則委員会規則委員会規則委員会規則（（（（新規制定新規制定新規制定新規制定））））のののの主主主主なななな内容内容内容内容（（（（議会議会議会議会委員会規則抜粋委員会規則抜粋委員会規則抜粋委員会規則抜粋））））    

※※※※    制定根拠は委員会条例第制定根拠は委員会条例第制定根拠は委員会条例第制定根拠は委員会条例第 30303030 条条条条！！！！    

（（（（趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

第第第第 1111 条条条条    このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、野洲市議会委員会条例野洲市議会委員会条例野洲市議会委員会条例野洲市議会委員会条例（（（（平成平成平成平成 16161616 年野洲市条例第年野洲市条例第年野洲市条例第年野洲市条例第 185185185185 号号号号。。。。以下以下以下以下「「「「条例条例条例条例」」」」

というというというという。）。）。）。）第第第第 30303030 条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、同条例同条例同条例同条例にににに規定規定規定規定するするするする野洲市議会野洲市議会野洲市議会野洲市議会のののの委員会委員会委員会委員会（（（（以下以下以下以下「「「「委員委員委員委員

会会会会」」」」というというというという。）。）。）。）のののの運営運営運営運営にににに関関関関しししし、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項をををを定定定定めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

    

※※※※    討論に代えて委員間討議討論に代えて委員間討議討論に代えて委員間討議討論に代えて委員間討議！！！！    

（（（（委員間委員間委員間委員間のののの討議討議討議討議））））    

第第第第 10101010 条条条条    委員長委員長委員長委員長はははは、、、、討論討論討論討論にににに代代代代えてえてえてえて、、、、野洲市議会基本条例野洲市議会基本条例野洲市議会基本条例野洲市議会基本条例（（（（平成平成平成平成 22222222 年野洲市条例第年野洲市条例第年野洲市条例第年野洲市条例第 31313131 号号号号））））

第第第第 13131313 条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく委員間委員間委員間委員間のののの討議討議討議討議をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。    

    

※※※※    資料の要求を可能に資料の要求を可能に資料の要求を可能に資料の要求を可能に！！！！    

（（（（資料資料資料資料のののの要求要求要求要求))))    

第第第第 13131313 条条条条    委員会委員会委員会委員会がががが、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関にににに対対対対しししし、、、、審査又審査又審査又審査又はははは調査調査調査調査のためにのためにのためにのために資料又資料又資料又資料又はははは記録記録記録記録のののの提出提出提出提出をををを求求求求めよめよめよめよ

うとするときはうとするときはうとするときはうとするときは、、、、会議会議会議会議にににに諮諮諮諮ってこれをってこれをってこれをってこれを決定決定決定決定するするするする。。。。    

    

※※※※    発言は簡明に発言は簡明に発言は簡明に発言は簡明に！！！！    

（（（（発言内容発言内容発言内容発言内容のののの制限制限制限制限））））    

第第第第 33331111 条条条条    発言発言発言発言はははは、、、、全全全全てててて簡明簡明簡明簡明にするものとしにするものとしにするものとしにするものとし、、、、議題外議題外議題外議題外にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、又又又又はそのはそのはそのはその範囲範囲範囲範囲をををを超超超超えてはなえてはなえてはなえてはな

らないらないらないらない。。。。    

２２２２    委員長委員長委員長委員長はははは、、、、発言発言発言発言がががが前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にににに反反反反するとするとするとすると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、当該発言者当該発言者当該発言者当該発言者にににに対対対対しししし指導指導指導指導するこするこするこするこ

とができるとができるとができるとができる。。。。    

３３３３    委員長委員長委員長委員長はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる指導指導指導指導にににに従従従従わないわないわないわない発言者発言者発言者発言者にににに対対対対しししし、、、、当該発言当該発言当該発言当該発言をををを禁止禁止禁止禁止することがすることがすることがすることが

できるできるできるできる。。。。    

    

※※※※    発言の取消し、訂正をルール化発言の取消し、訂正をルール化発言の取消し、訂正をルール化発言の取消し、訂正をルール化！！！！    

（（（（発言発言発言発言のののの取消取消取消取消しししし又又又又はははは訂正訂正訂正訂正))))    

第第第第 33337777 条条条条    発言発言発言発言したしたしたした委員委員委員委員はははは、、、、会議中会議中会議中会議中にににに限限限限りりりり、、、、委員会委員会委員会委員会のののの許可許可許可許可をををを得得得得てててて自己自己自己自己のののの発言発言発言発言をををを取取取取りりりり消消消消しししし、、、、又又又又

はははは委員長委員長委員長委員長のののの許可許可許可許可をををを得得得得てててて発言発言発言発言のののの訂正訂正訂正訂正をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、発言発言発言発言のののの訂正訂正訂正訂正はははは、、、、

発言中発言中発言中発言中のののの字句字句字句字句にににに限限限限るものとしるものとしるものとしるものとし、、、、発言発言発言発言のののの趣旨趣旨趣旨趣旨がががが変更変更変更変更されるものであってはならないされるものであってはならないされるものであってはならないされるものであってはならない。。。。    

    

※※※※    正副委員長の互選方法を明記正副委員長の互選方法を明記正副委員長の互選方法を明記正副委員長の互選方法を明記！！！！    

（（（（正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長のののの互選互選互選互選のののの方法方法方法方法））））    

第第第第 38383838 条条条条    委員長及委員長及委員長及委員長及びびびび副委員長副委員長副委員長副委員長のののの互選互選互選互選はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ単記無記名投票単記無記名投票単記無記名投票単記無記名投票でででで行行行行うううう。。。。    

２２２２    有効投票有効投票有効投票有効投票のののの最多数最多数最多数最多数をををを得得得得たたたた者者者者をををを当選人当選人当選人当選人とするとするとするとする。。。。ただしただしただしただし、、、、得票数得票数得票数得票数がががが同同同同じときはじときはじときはじときは、、、、くじでくじでくじでくじで定定定定

めるめるめるめる。。。。    

３３３３    第第第第１１１１項項項項のののの投票投票投票投票をををを行行行行うううう場合場合場合場合にはにはにはには、、、、委員長委員長委員長委員長のののの職務職務職務職務をををを行行行行ってってってっているいるいるいる者者者者もももも、、、、投票投票投票投票することができすることができすることができすることができ

るるるる。。。。    

４４４４    委員会委員会委員会委員会はははは、、、、委員委員委員委員のうちにのうちにのうちにのうちに異議異議異議異議をををを有有有有するするするする者者者者がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、第第第第１１１１項項項項のののの互選互選互選互選につにつにつについていていていて、、、、指名指名指名指名

推選推選推選推選のののの方法方法方法方法をををを用用用用いることができるいることができるいることができるいることができる。。。。    

５５５５    指名推選指名推選指名推選指名推選のののの方法方法方法方法をををを用用用用いるいるいるいる場合場合場合場合においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、被指名人被指名人被指名人被指名人をもをもをもをもってってってって、、、、当選人当選人当選人当選人とととと定定定定めるべきかどめるべきかどめるべきかどめるべきかど

うかをうかをうかをうかを委員会委員会委員会委員会にににに諮諮諮諮りりりり、、、、委員委員委員委員のののの全員全員全員全員のののの同意同意同意同意があがあがあがあったったったった者者者者をもをもをもをもってってってって、、、、当選人当選人当選人当選人とするとするとするとする。。。。    

    

※※※※    請願者に説明機会の付与請願者に説明機会の付与請願者に説明機会の付与請願者に説明機会の付与！！！！    

((((紹介議員及紹介議員及紹介議員及紹介議員及びびびび請願者請願者請願者請願者のののの委員会出席委員会出席委員会出席委員会出席))))    

第第第第 44447777 条条条条    委員会委員会委員会委員会はははは、、、、請願請願請願請願のののの審査審査審査審査のためにのためにのためにのために必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、会議会議会議会議においてにおいてにおいてにおいて紹介紹介紹介紹介

議員議員議員議員のののの説明説明説明説明をををを求求求求めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

２２２２    紹介議員紹介議員紹介議員紹介議員はははは、、、、前項前項前項前項のののの求求求求めがあったときはめがあったときはめがあったときはめがあったときは、、、、これにこれにこれにこれに応応応応じなければならないじなければならないじなければならないじなければならない。。。。    

３３３３    議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会はははは、、、、請願者請願者請願者請願者からからからから申出申出申出申出があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、そのそのそのその者者者者にににに対対対対しししし、、、、請願請願請願請願のののの趣旨趣旨趣旨趣旨のののの説明説明説明説明

又又又又はははは意見意見意見意見のののの陳述陳述陳述陳述のののの機会機会機会機会をををを与与与与えるものとするえるものとするえるものとするえるものとする。。。。    
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野
洲
市
議
会
委
員
会
条
例

野
洲
市
議
会
委
員
会
条
例

野
洲
市
議
会
委
員
会
条
例

野
洲
市
議
会
委
員
会
条
例

の ののの
一
部

一
部

一
部

一
部

を ををを
改
正

改
正

改
正

改
正

す
る

す
る

す
る

す
る

条
例

条
例

条
例

条
例

新
旧
対
照
表

新
旧
対
照
表

新
旧
対
照
表

新
旧
対
照
表

    

改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

目
次
 

目
次
 

 

第
１
章
 
通
則
（
第
１
条
－
第
1
3
条
）
 

第
２
章
 
会
議
 
 
  
 
 
 
 及

び
規
律
（
第
1
4
条
―
第
2
1条

）
 

第
３
章
～
付
則
 
【
略
】
 

第
１
条
～
第
７
条
 
【
略
】
 

第
１
章
 
通
則
（
第
１
条
－
第
1
3
条
）
 

第
２
章
 
招
集
、
審
査
等
及
び
規
律
（
第
1
4
条
―
第
2
1条

）
 

第
３
章
～
付
則
 
【
略
】
 

第
１
条
～
第
７
条
 
【
略
】
 

 

（
委
員
の
選
任
）
 

（
委
員
の
選
任
）
 

 

第
８
条
 
【
略
】
 

第
８
条
 
【
略
】
 

【
地
方
自
治
法
抜
粋
】
 

第
1
0
9
条
 １

か
ら
８
 
〔
略
〕
 

９
 
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委

員
の
選
任
そ
の
他
委
員
会
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
条
例
で
定
め
る
。
 

見
出
し
の
削
除
 

２
・
３
 
【
略
】
 

２
・
３
 
【
略
】
 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
を
変
更
し
た
常
任
委
員
会
の
委

員
の
任
期
は
、
第
３
条
（
常
任
委
員
会
の
委
員
の
任
期
）
第

２
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
所
属
を
変
更
し
た
常
任
委
員
会
の
委

員
の
任
期
は
、
第
３
条
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
第

２
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

５
 
【
略
】
 

第
９
条
～
第
1
3
条
 
【
略
】
 

５
 
【
略
】
 

第
９
条
～
第
1
3
条
 
【
略
】
 

 

第
２
章
 
会
議
 
 
  
 
 
 
 及

び
規
律
 

第
1
4
条
 
【
略
】
 

第
２
章
 
招
集
、
審
査
等
及
び
規
律
 

第
1
4
条
 
【
略
】
 

章
名
を
具
体
的
表
現
に
変
更
 

（
定
足
数
）
 

（
定
足
数
）
 

 

第
1
5
条
 
委
員
会
は
、
委
員
の
定
数
の
半
数
以
上
の
委
員
が
出

席
し
な
け
れ
ば
会
議
 
 
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
第
1
7条

（
委
員
長
及
び
委
員
の
除
斥
）
の
規
定
に
よ
る

除
斥
の
た
め
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

第
1
6
条
 
【
略
】
 

第
1
5
条
 
委
員
長
は
、
委
員
の
定
数
の
半
数
以
上
の
委
員
が
出

席
し
な
け
れ
ば
委
員
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
第
1
7条

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
の
規
定
に
よ
る

除
斥
の
た
め
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

第
1
6
条
 
【
略
】
 

字
句
の
整
理
 

   

（
委
員
長
及
び
委
員
の
除
斥
）
 

（
委
員
長
及
び
委
員
の
除
斥
）
 

 

第
1
7
条
 
委
員
長
及
び
委
員
は
、
自
己
若
し
く
は
父
母
、
祖
父

母
、
配
偶
者
、
子
、
孫
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
一
身
上
に
関

す
る
事
件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業

務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議

事
に
参
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
同

第
1
7
条
 
委
員
長
及
び
委
員
は
、
自
己
若
し
く
は
父
母
、
祖
父

母
、
配
偶
者
、
子
、
孫
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
一
身
上
に
関

す
る
事
件
又
は
自
己
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
従
事
す
る
業

務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議

事
に
参
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
同

 



4
 

 

改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
議
 
 
に
出
席
し
て
、
発
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
委
員
会
に
出
席
し
て
、
発
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

（
委
員
会
の
公
開
等
）
 

（
委
員
会
の
公
開
等
）
 

 

第
1
8
条
 
委
員
会
は
、
こ
れ
を
公
開
す
る
。
 

第
1
8
条
 
委
員
会
は
、
こ
れ
を
公
開
す
る
。
 

 

２
 
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
傍
聴
人
の

退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
1
9
条
・
第
2
0
条
 
【
略
】
 

２
 
委
員
会
の
傍
聴
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
野
洲
市
議
会
規

則
で
定
め
る
。
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

第
1
9
条
・
第
2
0
条
 
【
略
】
 

傍
聴
に
関
し
て
は
、
野
洲
市
議
会
規
則
(傍

聴
規
則
)
に
委
任
す
る
。
⇒
議
会
傍
聴
規
則

第
1
1
条
（
委
員
会
の
傍
聴
へ
の
準
用
）
 

（
秩
序
保
持
に
関
す
る
措
置
）
 

（
秩
序
保
持
に
関
す
る
措
置
）
 

 

第
2
1
条
 
委
員
会
に
お
い
て
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
、
野
洲
市
議
会
会
議
規
則
（
平
成
1
6
年
野
洲
市
議
会

規
則
第
１
号
。
以
下
「
会
議
規
則
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の

条
例
に
違
反
し
、
そ
の
他
委
員
会
の
秩
序
を
乱
す
委
員
が
あ

る
と
き
は
、
委
員
長
は
、
こ
れ
を
制
止
し
、
又
は
発
言
を
取

り
消
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
2
1
条
 
委
員
会
に
お
い
て
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
、
こ
の
条
例
又
は
同
条
例
に
基
づ
く
野
洲
市
議
会
規

則
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

に
違
反
し
、
そ
の
他
委
員
会
の
秩
序
を
乱
す
委
員
が
あ
る
と

き
は
、
委
員
長
は
、
こ
れ
を
制
止
し
、
又
は
発
言
を
取
り
消

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 会
議
規
則
か
ら
野
洲
市
議
会
規
則
（
委
員
会

規
則
）
に
変
更
 

２
・
３
 
【
略
】
 

第
2
2
条
～
第
2
7
条
 
【
略
】
 

２
・
３
 
【
略
】
 

第
2
2
条
～
第
2
7
条
 
【
略
】
 

 

（
参
考
人
）
 

（
参
考
人
）
 

 

第
2
8
条
 
【
略
】
 

第
2
8
条
 
【
略
】
 

 

２
 
【
略
】
 

２
 
【
略
】
 

 

３
 
参
考
人
に
つ
い
て
は
、
第
2
5
条
（
公
述
人
の
発
言
）
、
第

2
6
条
（
委
員
と
公
述
人
の
質
疑
）
及
び
前
条
（
代
理
人
又
は

文
書
に
よ
る
意
見
の
陳
述
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

３
 
参
考
人
に
つ
い
て
は
、
第
2
5
条
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
、
第

2
6
条
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
及
び
前
条
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

 

（
記
録
）
 

（
記
録
）
 

 

第
2
9
条
 
委
員
長
は
、
職
員
を
し
て
会
議
 
 
 
  
の
概
要
、
出

席
委
員
の
氏
名
等
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
さ

せ
、
こ
れ
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
2
9
条
 
委
員
長
は
、
職
員
に
委
員
会
の
議
事
の
概
要
、
出
席

委
員
の
氏
名
等
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
さ

せ
、
こ
れ
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

表
現
の
具
体
化
 

２
 
前
項
の
記
録
は
、
議
長
が
保
管
す
る
。
 

２
 
前
項
の
記
録
は
、
議
長
が
保
管
す
る
。
 

 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

 

第
3
0
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
  
 
 
 
 

第
3
0
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営

会
議
規
則
か
ら
野
洲
市
議
会
規
則
（
委
員
会
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改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

に
関
し
て
は
、
会
議
規
則
  
 
 
 
 
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

に
関
し
て
は
、
野
洲
市
議
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

規
則
）
に
委
任
先
を
変
更
 

付
 
則
 

付
 
則
 

 

（
常
任
委
員
の
定
数
に
関
す
る
特
例
）
 

（
常
任
委
員
の
定
数
に
関
す
る
特
例
）
 

 

２
 
第
２
条
に
規
定
す
る
常
任
委
員
会
の
委
員
の
定
数
に
つ
い

て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告

示
さ
れ
る
一
般
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員
が
常
任
委
員

に
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
同
条
第
１
号
中
「
８
人
」
と
あ

る
の
は
「
12
人
」
と
、
同
条
第
２
号
中
「
８
人
」
と
あ
る
の

は
「
1
1
人
」
と
、
同
条
第
３
号
中
「
８
人
」
と
あ
る
の
は

「
1
1
人
」
と
す
る
。
 

２
 
第
２
条
に
規
定
す
る
常
任
委
員
会
の
委
員
の
定
数
に
つ
い

て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告

示
さ
れ
る
一
般
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
議
員
が
常
任
委
員

に
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
同
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す

る
委
員
会
に
あ
っ
て
は
1
2人

と
、
同
項
第
２
号
及
び
第
３
号

に
規
定
す
る
委
員
会
に
あ
っ
て
は
1
1
人
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
と
 
 
 
 

す
る
。
 

  
 
 
付
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
2
7年

1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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野
洲
市

議
会
委

員
会

規
則

野
洲
市

議
会
委

員
会

規
則

野
洲
市

議
会
委

員
会

規
則

野
洲
市

議
会
委

員
会

規
則

( (((
新
規

制
定

新
規

制
定

新
規

制
定

新
規

制
定

) )))
    

※
 
「
○新
」
は
、
新
た
に
加
え
た
内
容
を
示
す
。

    

野
洲
市
議
会
委
員
会
規
則
(案

)
 

備
 
 
考
 

目
次
 第

1
章
 
総
則
(
第
１
条
―
第
６
条
) 

第
２
章
 
審
査
(
第
７
条
―
第

2
4
条
) 

第
３
章
 
秘
密
会
(第

2
5
条
・
第

2
6
条
) 

第
４
章
 
発
言
(第

2
7
条
―
第

3
7
条
) 

第
５
章
 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
互
選
（
第

3
8
条
）
 

第
６
章
 
表
決
(第

3
9
条
―
第

4
5
条
) 

第
７
章
 
請
願
の
処
理
(第

4
6
条
・
第

4
7
条
) 

第
８
章
 
規
律
(第

4
8
条
) 

第
９
章
 
会
議
の
記
録
(第

4
9
条
―
第

5
1
条
) 

第
1
0
章
 
補
則
(第

5
2
条
) 

付
則
 

 

第
１
節
 
総
則
 

 

 
（
趣
旨
）
 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
、
野
洲
市
議
会
委
員
会
条
例
（
平
成

1
6
年
野
洲
市
条
例
第

1
8
5
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第

30
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
例
に
規
定
す
る
野
洲
市
議
会
の
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

○新
【
委
員
会
条
例
抜
粋
】
 

（
委
任
）
 

第
3
0
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運

営
に
関
し
て
は
、
野
洲
市
議
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

（
議
長
へ
の
通
知
) 

第
２
条
 
委
員
長
は
、
条
例
第

1
4
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
議
長
に
開
会
の
日
時
、
場
所
、
付
議
事
件
等
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
議
会
の
会
期
中
に
委

員
会
を
招
集
す
る
場
合
で
、
議
会
運
営
委
員
会
（
条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
議
会
運
営
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
い
て
開
催
日
時
等
が
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

会
議
規
則
第

6
5
条
か
ら
規
定
替
 

○新
た
だ
し
書
を
追
加
 

【
委
員
会
条
例
抜
粋
】
 

（
招
集
）
 

第
1
4
条
 
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
 

２
 
【
略
】
 

（
会
議
の
欠
席
）
 

第
３
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
委
員
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
欠
席
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

(
1
)
 
委
員
が
、
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
 

(
2
)
 
委
員
又
は
委
員
の
配
偶
者
が
、
出
産
す
る
場
合
 

(
3
)
 
委
員
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
又
は
配
偶
者
の
父
母
が
、
死
亡
し
た
場
合
 

○新
欠
席
届
出
の
義
務
及
び
そ
の
様
式
を
明
記
 

 ○
欠
席
の
理
由
を
明
記
 

・
負
傷
又
は
疾
病
 

・
出
産
（
新
設
）
 

・
親
族
等
の
死
亡
（
新
設
）
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(
4
)
 
委
員
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
若
し
く
は
配
偶
者
の
父
母
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
、
そ
の
者
を
看
護
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
 

(
5
)
 
そ
の
他
会
議
を
欠
席
す
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
欠
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
欠
席
し
よ
う
と
す
る
委
員
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
、
当
日
の
会
議
の
開
会
時

刻
ま
で
に
委
員
長
に
欠
席
届
（
様
式
第

1
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
開
会
時
刻
ま
で
に
提
出
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
事
後
に
お
い
て
欠
席
届
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
親
族
等
の
看
護
（
新
設
）
 

  ・
欠
席
の
期
間
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 ・
欠
席
届
の
様
式
を
規
定
 

・
事
後
の
欠
席
届
の
提
出
を
規
定
 

（
委
員
会
の
開
会
の
禁
止
）
 

第
４
条
 
委
員
会
は
、
議
会
の
会
議
中
は
、
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

会
議
規
則
第

6
6
条
か
ら
規
定
替
 

（
委
員
会
の
開
閉
）
 

第
５
条
 
委
員
会
の
開
会
、
散
会
、
中
止
又
は
休
憩
は
、
委
員
長
が
宣
告
す
る
。
 

２
 
委
員
長
が
、
委
員
会
の
開
会
を
宣
告
す
る
前
又
は
散
会
、
中
止
若
し
く
は
休
憩
を
宣
告
し
た
後
は
、
何
人
も
、

議
事
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

○新
開
閉
の
宣
告
を
規
定
 

 

（
定
足
数
に
関
す
る
措
置
) 

第
６
条
 
委
員
長
は
、
会
議
の
開
会
時
刻
後
相
当
の
時
間
を
経
て
も
、
な
お
出
席
し
て
い
る
委
員
の
数
が
定
足
数
に

達
し
な
い
と
き
は
、
委
員
会
の
散
会
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
委
員
長
は
、
会
議
中
に
定
足
数
を
欠
く
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
の
退
席
を
制
止
し
、

又
は
委
員
会
室
の
外
に
い
る
委
員
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
委
員
長
は
、
会
議
中
に
定
足
数
を
欠
く
に
至
っ
た
と
き
は
、
休
憩
又
は
散
会
を
宣
告
す
る
。
 

○新
 

第
２
章
 
 審

査
 

 

（
議
題
の
宣
告
) 

第
７
条
 
委
員
長
は
、
会
議
に
付
す
る
事
件
を
議
題
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
宣
告
す
る
。
 

○新
 

（
一
括
議
題
) 

第
８
条
 
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
２
件
以
上
の
事
件
を
一
括
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
出
席
委
員
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て
一
括
議
題
の
可
否

を
決
定
す
る
。
 

○新
 

（
審
査
の
順
序
）
 

第
９
条
 
委
員
会
に
お
け
る
事
件
の
審
査
は
、
提
出
者
の
説
明
及
び
委
員
の
質
疑
の
後
、
修
正
案
の
説
明
及
び
こ
れ

に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
表
決
の
順
序
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
を
例
と
す
る
。
 

○新
 

〔 〔〔〔
議
会
運
営

議
会
運
営

議
会
運
営

議
会
運
営

の ののの
実
際

実
際

実
際

実
際

Ｐ ＰＰＰ
2
6
1

2
6
1

2
6
1

2
6
1
よ
り

よ
り

よ
り

よ
り

〕 〕〕〕
    

Ｑ
）
委
員
会
で
も
討
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
？
 

Ａ
）
委
員
会
で
討
論
を
行
う
か
ど
う
か
は
先
例
で
決
め
て
よ
い

こ
と
で
す
。
委
員
数
の
少
な
い
委
員
会
に
お
い
て
も
、
必
要
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が
あ
れ
ば
討
論
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

（
委
員
間
の
討
議
）
 

第
1
0
条
 
委
員
長
は
、
討
論
に
代
え
て
、
野
洲
市
議
会
基
本
条
例
（
平
成

2
2
年
野
洲
市
条
例
第

3
1
号
）
第

13
条

の
規
定
に
基
づ
く
委
員
間
の
討
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

○新
討
論
の
代
替
と
し
て
の
委
員
間
の
討
議
を
規
定
 

【 【【【
議
会
基
本
条
例
抜
粋

議
会
基
本
条
例
抜
粋

議
会
基
本
条
例
抜
粋

議
会
基
本
条
例
抜
粋

】 】】】
    

(
討
議
に
よ
る
合
意
形
成
) 

第
1
3
条
 
議
会
は
、
議
員
に
よ
る
討
議
の
場
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
、
議
長
及
び
委
員
会
の
委
員
長
は
、
議
員
相
互
間
の

討
議
を
中
心
と
し
た
運
営
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
本
会
議
及
び
委
員
会
の
審
議
は
、
議
員
相
互
間
の
十
分
な

討
議
を
尽
く
し
て
、
合
意
形
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
議
会
は
、
そ
の
結
果
に
関
し
、
市
民
に

対
し
て
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
議
員
は
、
前

2
項
に
よ
る
議
員
相
互
間
の
討
議
を
拡
大
す

る
た
め
、
政
策
、
条
例
、
意
見
書
等
の
議
案
を
積
極
的
に
提

出
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
先
決
動
議
の
表
決
順
序
) 

第
1
1
条
 
他
の
事
件
に
先
立
っ
て
表
決
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
動
議
が
競
合
し
た
と
き
は
、
委
員
長
が
表
決

の
順
序
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
委
員
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
っ

て
表
決
の
順
序
を
決
定
す
る
。
 

○新
 

（
動
議
の
撤
回
) 

第
1
2
条
 
動
議
の
提
出
者
は
、
会
議
の
議
題
と
な
っ
た
当
該
動
議
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
会
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

○新
 

（
資
料
の
要
求
) 

第
1
3
条
 
委
員
会
が
、
関
係
機
関
に
対
し
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
に
資
料
又
は
記
録
の
提
出
を
求
め
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
会
議
に
諮
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
 

○新
【
解
説
】
 

委
員
会
で
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
資
料
要
求
は
、
事
実
上

の
要
求
で
あ
り
、
法
的
な
拘
束
力
は
な
い
が
、
委
員
会
審
査

の
充
実
の
た
め
に
は
、
特
段
の
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ
に

応
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
 

本
件
に
つ
い
て
、
本
規
則
に
お
い
て
明
確
化
す
る
も
の
で

あ
る
。
 

（
委
員
の
議
案
の
修
正
) 

第
1
4
条
 
委
員
は
、
修
正
案
を
発
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
そ
の
案
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

会
議
規
則
第

6
9
条
か
ら
規
定
替
 

（
分
科
会
) 

会
議
規
則
第

7
0
条
か
ら
規
定
替
（
小
委
員
会
の
規
定
を
削
除
） 
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第
1
5
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
決
に
よ
り
委
員
会
に
分
科

会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
連
合
審
査
会
) 

第
1
6
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
委
員
会
と
協
議
し
て

連
合
審
査
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

会
議
規
則
第

7
1
条
か
ら
規
定
替
 

（
証
人
の
出
頭
又
は
記
録
の
提
出
の
要
求
) 

第
1
7
条
 
委
員
会
は
、
地
方
自
治
法
(昭

和
22

年
法
律
第

6
7
号
)第

1
0
0
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
委
任
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
証
人
の
出
頭
又
は
記
録
の
提
出
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
に
そ
の
旨
を
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

会
議
規
則
第

7
2
条
か
ら
規
定
替
 

【
地
方
自
治
法
抜
粋
】
 

第
1
0
0
条

    
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
の
事
務
（
自
治
事
務
に
あ
っ
て
は
労
働
委
員
会
及

び
収

用
委

員
会

の
権

限
に

属
す

る
事

務
で

政
令

で
定

め
る

も
の
を
除
き
、
法
定
受
託
事
務
に
あ
っ
て
は
国
の
安
全
を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
議

会
の

調
査

の
対

象
と

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

も
の

と
し

て
政

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
関
す

る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
調
査
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

選
挙

人
そ

の
他

の
関

係
人

の
出

頭
及

び
証

言
並

び
に

記
録

の
提
出
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

    

（
所
管
事
務
の
調
査
）
 

第
1
8
条
 
常
任
委
員
会
（
条
例
第
２
条
第
２
項
各
号
に
規
定
す
る
常
任
委
員
会
を
い
う
。
）
は
、
そ
の
所
管
に
属

す
る
事
務
に
つ
い
て
調
査
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
項
、
目
的
、
方
法
、
期
間
等
を
あ
ら
か
じ
め
議
長

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
議
会
運
営
委
員
会
が
、
地
方
自
治
法
第

1
09

条
第
３
項
に
規
定
す
る
調
査
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。
 

会
議
規
則
第

7
3
条
か
ら
規
定
替
 

【
地
方
自
治
法
抜
粋
】
 

第
1
0
9
条
 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
条
例
で
、
常

任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。
  

２
 
常
任
委
員
会
は
、
そ
の
部
門
に
属
す
る
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
議
案
、
請
願

等
を
審
査
す
る
。
  

３
 
議
会
運
営
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
調

査
を
行
い
、
議
案
、
請
願
等
を
審
査
す
る
。
  

(
1
)
 
議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
  

(
2
)
 
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す

る
事
項
  

(
3
)
 
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
  

４
～
９
 
〔
略
〕】
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（
委
員
の
派
遣
) 

第
1
9
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
に
委
員
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
日
時
、
場

所
、
目
的
、
経
費
等
を
記
載
し
た
委
員
派
遣
承
認
要
求
書
（
様
式
第
２
号
）
を
議
長
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

・
会
議
規
則
第

74
条
か
ら
規
定
替
 

○新
・
委
員
派
遣
承
認
要
求
書
の
様
式
を
規
定
 

（
議
事
の
継
続
）
 

第
2
0
条
 
会
議
の
中
止
又
は
休
憩
の
た
め
に
事
件
の
議
事
が
中
断
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
再
び
そ
の
事
件
が
議

題
と
な
っ
た
と
き
は
、
前
の
議
事
を
継
続
す
る
。
 

○新
 

（
少
数
意
見
の
留
保
）
 

第
2
1
条
 
委
員
会
に
お
い
て
少
数
で
廃
棄
さ
れ
た
意
見
で
あ
っ
て
、
他
に
出
席
委
員
１
人
以
上
の
賛
成
が
あ
る
も

の
は
、
委
員
は
、
こ
れ
を
少
数
意
見
と
し
て
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
少
数
意
見
を
留
保
し
た
委
員
が
、
そ
の
意
見
を
議
会
に
報
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第

2
3
条
に
規
定
す
る
委
員
会
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
、
委
員
長
を
経
て
少
数
意
見
報
告
書
（
様
式
第
３

号
）
を
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

・
会
議
規
則
第

76
条
か
ら
規
定
替
 

○新
・
少
数
意
見
報
告
書
の
様
式
を
明
記
 

※
 
少
数
意
見
の
留
保
と
は
？
 

委
員
会
に
お
け
る
表
決
結
果
、
多
数
を
得
ら
れ
ず
廃
棄
さ

れ
た
意
見
で
、
本
会
議
に
お
け
る
審
議
の
際
、
委
員
長
が
行

う
委
員
会
の
結
果
報
告
と
合
わ
せ
て
、
自
ら
少
数
意
見
と
し

て
そ
れ
を
報
告
す
る
権
利
を
保
持
し
て
お
く
こ
と
を
い
う
。
 

（
議
決
事
件
の
字
句
、
数
字
等
の
整
理
）
 

第
2
2
条
 
委
員
会
は
、
議
決
の
結
果
、
条
項
、
字
句
、
数
字
そ
の
他
の
整
理
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
委
員

長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

○新
 

〔 〔〔〔
委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

〕 〕〕〕
    

（
委
員
長
の
議
事
整
理
権
及
び
秩
序
保
持
権
）
 

第
1
1
条
 
委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
事
を
整
理
し
、
及
び
秩
序

を
保
持
す
る
。
 

（
委
員
会
報
告
書
）
 

第
2
3
条
 
委
員
会
は
、
事
件
の
審
査
又
は
調
査
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
委
員
長
か
ら
議
長
に
報
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

会
議
規
則
第

7
7
条
か
ら
規
定
替
 

（
閉
会
中
の
継
続
審
査
）
 

第
2
4
条
 
委
員
会
は
、
議
会
の
閉
会
中
も
な
お
審
査
又
は
調
査
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

理
由
を
付
し
て
、
委
員
長
か
ら
議
長
に
そ
の
旨
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

会
議
規
則
第

7
5
条
か
ら
規
定
替
 

 

【
地
方
自
治
法
抜
粋
】
 

第
1
0
9
条
 １

か
ら
７
 
〔
略
〕
 

８
 
委
員
会
は
、
議
会
の
議
決
に
よ
り
付
議
さ
れ
た
特
定
の
事

件
に
つ
い
て
は
、
閉
会
中
も
、
な
お
、
こ
れ
を
審
査
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

第
３
章
 
秘
密
会
 

 

（
指
定
者
以
外
の
者
の
退
場
)
 

○新
 

〔 〔〔〔
委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

〕 〕〕〕
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第
2
5
条
 
委
員
長
は
、
条
例
第

1
9
条
の
規
定
に
よ
り
秘
密
会
を
開
く
と
き
は
、
傍
聴
人
及
び
委
員
長
の
指
定
す
る

者
以
外
の
者
を
委
員
会
室
の
外
へ
退
去
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
秘
密
会
）
 

第
1
9
条
 
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会

は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 

委
員

会
を

秘
密

会
と

す
る

委
員

長
又

は
委

員
の

発
議

に

つ
い
て
は
、
委
員
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
委
員
会
に
諮

っ
て
決
定
す
る
。
 

（
秘
密
会
の
記
録
) 

第
2
6
条
 
秘
密
会
の
議
事
の
記
録
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
い
。
 

２
 
秘
密
会
の
議
事
は
、
何
人
も
秘
密
性
が
継
続
す
る
限
り
、
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

○新
 

 

第
４
章
 
発
言
 

 

（
発
言
の
許
可
）
 

第
2
7
条
 
委
員
は
、
委
員
長
の
許
可
を
得
た
後
で
な
け
れ
ば
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

○新
発
言
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
 

（
委
員
の
発
言
) 

第
2
8
条
 
委
員
は
、
議
題
に
つ
い
て
自
由
に
質
疑
し
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
に

お
い
て
別
に
発
言
の
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

会
議
規
則
第

6
7
条
か
ら
規
定
替
 

 
た
だ
し
書
は
、
本
会
議
の
よ
う
に
発
言
通
告
や
回
数
の
制
約

等
を
行
う
場
合
を
い
う
。
 

〔
地
方
議
員
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
抜
粋
〕
 

本
会
議
に
お
い
て
は
、
質
問
と
異
な
り
、
案
件
に
対
す
る
質

疑
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
案
件
の
疑
義
を
解
明
す
る
こ
と
に

限
定
さ
れ
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

し
か
し
、
委
員
会
で
は
、
案
件
の
疑
義
を
解
明
す
る
こ
と
に

加
え
、
委
員
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
委
員
外
議
員
の
発
言
）
 

第
2
9
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
で
な
い
議

員
に
対
し
、
そ
の
出
席
を
求
め
て
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
委
員
会
は
、
委
員
で
な
い
議
員
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
決
に
よ
り
そ
の
許
否
を
決
定
す
る
。
 

会
議
規
則
第

6
8
条
か
ら
規
定
替
 

（
現
状
で
は
、
議
会
運
営
委
員
会
に
委
員
外
議
員
と
し
て
副
議

長
が
出
席
し
て
い
る
。）

 

（
委
員
長
の
発
言
）
 

第
3
0
条
 
委
員
長
が
、
委
員
と
し
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
席
に
着
い
て
発
言
し
、
発
言
が
終
わ
っ
た

後
は
、
委
員
長
席
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
討
論
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
議
題
の
表
決
が
終
わ
る

ま
で
は
、
委
員
長
席
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
長
の
職
務
は
、
副
委
員
長
が
代
行
す
る
。
 

○新
委
員
長
の
発
言
の
際
の
職
務
代
行
（
副
委
員
長
）
を
明
記
 

 

（
発
言
内
容
の
制
限
）
 

○新
・
本
条
の
発
言
に
は
、
答
弁
者
の
発
言
を
含
む
。
 

・
発
言
の
簡
明
さ
を
明
記
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第
3
1
条
 
発
言
は
、
全
て
簡
明
に
す
る
も
の
と
し
、
議
題
外
に
わ
た
り
、
又
は
そ
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。
 

２
 
委
員
長
は
、
発
言
が
前
項
の
規
定
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
発
言
者
に
対
し
指
導
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
委
員
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
従
わ
な
い
発
言
者
に
対
し
、
当
該
発
言
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

【
地
方
自
治
法
抜
粋
】
 

第
1
2
9
条
 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
会
議
中
こ
の
法

律
又
は
会
議
規
則
に
違
反
し
そ
の
他
議
場
の
秩
序
を
乱
す

議
員
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
を
制
止
し
、
又
は

発
言
を
取
り
消
さ
せ
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

そ
の
日
の
会
議
が
終
る
ま
で
発
言
を
禁
止
し
、
又
は
議
場

の
外
に
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
  

２
 
議
長
は
、
議
場
が
騒
然
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
会
議
を
閉
じ
、
又

は
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
発
言
時
間
の
制
限
）
 

第
3
2
条
 
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
発
言
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
委
員
長
の
定
め
た
時
間
の
制
限
に
つ
い
て
、
出
席
委
員
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
は
、
討
論
を
用
い

な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て
発
言
時
間
の
制
限
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

○新
 

（
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
）
 

第
3
3
条
 
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
は
、
議
題
に
直
接
関
係
の
あ
る
も
の
又
は
直
ち
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
が
、
前
項
の
規
定
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
長
は
、
直
ち
に
当
該
発
言
を

制
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

○新
 

（
発
言
の
継
続
）
 

第
3
4
条
 
委
員
の
発
言
が
、
会
議
の
中
止
又
は
休
憩
の
た
め
に
中
断
さ
れ
た
場
合
は
、
更
に
そ
の
議
事
を
始
め
た

と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
前
の
発
言
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

○新
 

（
質
疑
又
は
討
論
の
終
結
）
 

第
3
5
条
 
質
疑
又
は
討
論
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
そ
の
終
結
を
宣
告
す
る
。
 

２
 
質
疑
又
は
討
論
が
続
出
し
て
容
易
に
終
結
し
な
い
と
き
は
、
委
員
は
、
質
疑
又
は
討
論
終
結
の
動
議
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
質
疑
又
は
討
論
終
結
の
動
議
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
そ
の
終
結
を
決

定
す
る
。
 

○新
 

（
表
決
時
の
発
言
制
限
) 

第
3
6
条
 
委
員
は
、
表
決
の
宣
告
後
は
、
発
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
表
決
の
方
法
に
つ
い
て
の

発
言
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

○新
 

（
発
言
の
取
消
し
又
は
訂
正
)
 

○新
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第
3
7
条
 
発
言
し
た
委
員
は
、
会
議
中
に
限
り
、
委
員
会
の
許
可
を
得
て
自
己
の
発
言
を
取
り
消
し
、
又
は
委
員
長

の
許
可
を
得
て
発
言
の
訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
発
言
の
訂
正
は
、
発
言
中
の
字
句

に
限
る
も
の
と
し
、
発
言
の
趣
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
５
章
 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
互
選
 

 

（
正
副
委
員
長
の
互
選
の
方
法
）
 

第
3
8
条
 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
互
選
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
記
無
記
名
投
票
で
行
う
。
 

２
 
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
を
当
選
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
得
票
数
が
同
じ
と
き
は
、
く
じ
で
定
め
る
。
 

３
 
第
１
項
の
投
票
を
行
う
場
合
に
は
、
委
員
長
の
職
務
を
行
っ
て
い
る
者
も
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
委
員
会
は
、
委
員
の
う
ち
に
異
議
を
有
す
る
者
が
な
い
と
き
は
、
第
１
項
の
互
選
に
つ
い
て
、
指
名
推
選
の

方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
指
名
推
選
の
方
法
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
指
名
人
を
も
っ
て
、
当
選
人
と
定
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を

委
員
会
に
諮
り
、
委
員
の
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
者
を
も
っ
て
、
当
選
人
と
す
る
。
 

○新
 

〔 〔〔〔
委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

委
員
会
条
例
抜
粋

〕 〕〕〕
    

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
）
 

第
９
条
 
委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
１
人
を
置

く
。
 

２
 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
会
に
お
い
て
互
選
す

る
。
 

３
 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員

会
の
委
員
の
任
期
に
よ
る
。
 

第
６
章
 
表
決
 

 

（
表
決
議
題
等
の
宣
告
）
 

第
3
9
条
 
委
員
長
は
、
表
決
を
採
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
表
決
に
付
す
る
議
題
等
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

○新
 

※
 
「
表
決
」
と
は
、
意
思
決
定
に
個
々
の
議
員
（
委
員
）
が

参
加
し
、
議
題
等
に
対
し
て
賛
成
、
反
対
の
意
思
表
示
を
す

る
こ
と
を
い
う
。
 

ま
た
、
議
長
（
委
員
長
）
が
、
こ
の
表
決
を
採
る
こ
と
を

「
採
決
」
と
い
う
。
 

そ
し
て
、
表
決
の
結
果
得
ら
れ
た
議
会
（
委
員
会
）
の
意

思
決
定
を
「
議
決
」
と
い
う
。
 

（
不
在
委
員
）
 

第
4
0
条
 
表
決
を
採
る
宣
告
の
際
、
委
員
会
室
に
い
な
い
委
員
は
、
表
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

○新
 

（
条
件
の
禁
止
）
 

第
4
1
条
 
表
決
に
は
、
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

○新
 

(
表
決
の
方
法
) 

第
4
2
条
 
委
員
長
は
、
表
決
を
採
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
題
等
を
可
と
す
る
委
員
を
挙
手
さ
せ
、
挙
手
の
委
員
の

多
少
を
認
定
し
て
可
否
の
結
果
を
宣
告
す
る
。
 

２
 
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
表
決
の
方
法
に
代
え
て
、
起
立
又
は
記
名

若
し
く
は
無
記
名
の
投
票
に
よ
る
表
決
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

○新
 

  挙
手

以
外

に
既

に
予

算
常

任
委

員
会

等
で

採
用

し
て

い
る

起

立
表
決
等
を
規
定
す
る
。
 

（
表
決
の
訂
正
）
 

○新
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第
4
3
条
 
委
員
は
、
自
己
の
表
決
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

（
簡
易
表
決
) 

第
4
4
条
 
委
員
長
は
、
議
題
等
に
つ
い
て
異
議
の
有
無
を
会
議
に
諮
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

委
員
長
は
、
異
議
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
可
決
の
旨
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
委
員
長
は
、
前
項
の
宣
告
に
対
し
て
出
席
委
員
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
挙
手
、
起
立
又
は
投
票
の
方
法
で

表
決
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

○新
 

※
 
表
決
の
種
類
 

①
起
立
表
決
 

②
投
票
表
決
…
記
名
か
無
記
名
投
票
 

③
簡
易
表
決
…
反
対
者
が
な
い
と
予
想
さ
れ
る
と
き
 

④
挙
手
に
よ
る
表
決
 
他
 

（
表
決
の
順
序
）
 

第
4
5
条
 
同
一
の
議
題
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
数
個
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
委
員
長
が
表
決
の
順
序

を
定
め
る
。
 

２
 
前
項
の
表
決
の
順
序
は
、
原
案
に
最
も
遠
い
も
の
か
ら
先
に
表
決
を
採
る
も
の
と
し
、
修
正
案
が
全
て
否
決
さ

れ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ
い
て
表
決
を
採
る
。
た
だ
し
、
表
決
の
順
序
に
つ
い
て
出
席
委
員
か
ら
異
議
が
あ
る
と

き
は
、
委
員
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て
表
決
の
順
序
を
決
定
す
る
。
 

○新
 

第
７
章
 
請
願
の
処
理
 

 

（
請
願
の
審
査
報
告
）
 

第
4
6
条
 
委
員
会
は
、
請
願
に
係
る
審
査
の
結
果
を
次
の
区
分
に
よ
り
、
議
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
採
択
す
べ
き
も
の
 

(
2
)
 
不
採
択
と
す
べ
き
も
の
 

２
 
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
願
の
審
査
結
果
に
意
見
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
請
願
で
、
市
長
そ
の
他
の
関
係
す
る
執
行
機
関
に
送
付
す
る
こ
と
を
適
当
と
認

め
る
も
の
並
び
に
そ
の
処
理
の
経
過
及
び
結
果
の
報
告
を
請
求
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
旨
を
審
査
結
果
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

会
議
規
則
第

9
4
条
か
ら
規
定
替
 

(
紹
介
議
員
及
び
請
願
者
の
委
員
会
出
席
) 

第
4
7
条
 
委
員
会
は
、
請
願
の
審
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
に
お
い
て
紹
介
議
員
の

説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
紹
介
議
員
は
、
前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
議
会
運
営
委
員
会
は
、
請
願
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
請
願
の
趣
旨
の
説
明
又
は
意

見
の
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

会
議
規
則
第

9
3
条
か
ら
規
定
替
 

   ○新
第
３
項
で
議
運
で
の
意
見
陳
述
機
会
の
付
与
 

第
８
章
 
規
律
 

 

 
(
議
事
の
妨
害
) 

第
4
8
条
 
委
員
会
室
に
入
る
者
は
、
携
帯
品
に
よ
り
会
議
を
妨
げ
、
又
は
会
議
中
に
不
必
要
な
発
言
を
し
、
騒

ぎ
、
そ
の
他
議
事
の
妨
害
と
な
る
言
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

○新
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野
洲
市
議
会
委
員
会
規
則
(案

)
 

備
 
 
考
 

第
９
章
 
会
議
の
記
録
 

 

（
会
議
の
記
録
の
記
載
事
項
)
 

第
4
9
条
 
委
員
長
は
、
職
員
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
会
議
の
記
録
を
作
成
さ
せ
、
記
名
し
、
及
び
押
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
開
会
及
び
散
会
の
年
月
日
並
び
に
時
刻
 

(
2
)
 
出
席
及
び
欠
席
し
た
委
員
の
氏
名
 

(
3
)
 
説
明
の
た
め
に
出
席
し
た
者
の
職
及
び
氏
名
 

(
4
)
 
会
議
に
付
し
た
事
件
 

(
5
)
 
議
事
の
経
過
 

(
6
)
 
そ
の
他
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

○新
 

要
点
記
録
も
可
能
で
あ
る
。
 

（
会
議
の
記
録
の
公
開
) 

第
5
0
条
 
会
議
の
記
録
は
、
一
般
に
公
開
す
る
。
 

○新
 

(
会
議
の
記
録
の
保
存
年
限
) 

第
5
1
条
 
会
議
の
記
録
の
保
存
年
限
は
、
永
年
と
す
る
。
 

○新
 

会
議
記
録
の
永
年
保
存
を
規
定
 

第
1
0
章
 
補
則
 

 

 
(
そ
の
他
) 

第
5
2
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。
 

○新
 

様
式
第

1
号
（
第
３
条
関
係
）
 

年
 
月
 
日
 

 
 
 
 
委
員
会
委
員
長
 
様
 

 
 
 
 
 
 
委
員
会
 

 
委
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

欠
 
席
 
届
 

 
下
記
の
会
議
に
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
出
席
で
き
な
い
の
で
届
け
ま
す
。
 

記
 

１
 
会
議
の
期
日
 

２
 
会
議
の
名
称
 

３
 
理
由
 

○新
 

欠
席
届
様
式
 

様
式
第
２
号
（
第

1
9
条
関
係
）
 

年
 
月
 
日
 

野
洲
市
議
会
議
長
 
様
 

 
 
 
 
委
員
会
 

○新
 

委
員
派
遣
承
認
要
求
書
様
式
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野
洲
市
議
会
委
員
会
規
則
(案

)
 

備
 
 
考
 

 
委
員
長
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

委
員
派
遣
承
認
要
求
書
 

 
本
委
員
会
は
、
下
記
に
よ
り
委
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
、
承
認
さ
れ
る
よ
う
野
洲
市
議
会
委
員
会

規
則
第

1
9
条
の
規
定
に
よ
り
要
求
し
ま
す
。
 

記
 

１
 
派
遣
日
 

２
 
場
所
 

３
 
目
的
 

４
 
派
遣
委
員
名
 

５
 
経
費
 

 様
式
第
３
号
（
第

2
1
条
関
係
）
 

 
 
年
 
月
 
日
 

野
洲
市
議
会
議
長
 
様
 

 
 
 
 
 
 
委
員
会
 

 
委
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 

少
数
意
見
報
告
書
 

 
 
 
年
 
月
 
日
開
催
の
 
 
 
委
員
会
に
お
い
て
留
保
し
た
少
数
意
見
を
、
野
洲
市
議
会
委
員
会
規
則
第

2
1

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

記
 

１
 
事
件
名
 

２
 
意
見
の
要
旨
 

 

○新
 

少
数
意
見
報
告
書
様
式
 

 
 
 
付
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成

2
7
年

1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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野
洲
市
議
会
会
議
規
則

野
洲
市
議
会
会
議
規
則

野
洲
市
議
会
会
議
規
則

野
洲
市
議
会
会
議
規
則

の ののの
一
部

一
部

一
部

一
部

を ををを
改
正

改
正

改
正

改
正

す
る

す
る

す
る

す
る

規
則

規
則

規
則

規
則

新
旧
対
照
表

新
旧
対
照
表

新
旧
対
照
表

新
旧
対
照
表

    

改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

目
次
 

目
次
 

 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
1
3
条
）
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
1
3
条
）
 

 

第
２
章
 
議
案
及
び
動
議
（
第
1
4
条
―
第
2
0
条
）
 

第
２
章
 
議
案
及
び
動
議
（
第
1
4
条
―
第
2
0
条
）
 

 

第
３
章
 
議
事
日
程
（
第
21
条
―
第
2
5条

）
 

第
３
章
 
議
事
日
程
（
第
21
条
―
第
2
5条

）
 

 

第
４
章
 
選
挙
（
第
2
6
条
―
第
3
5
条
）
 

第
４
章
 
選
挙
（
第
2
6
条
―
第
3
5
条
）
 

 

第
５
章
 
議
事
（
第
3
6
条
―
第
4
9
条
）
 

第
５
章
 
議
事
（
第
3
6
条
―
第
4
9
条
）
 

 

第
６
章
 
発
言
（
第
5
0
条
―
第
6
4
条
）
 

第
６
章
 
発
言
（
第
5
0
条
―
第
6
4
条
）
 

 

第
７
章
 
委
員
会
（
第
6
5条

―
第
7
7
条
）
 

第
７
章
 
削
除
 

 

第
８
章
 
表
決
（
第
7
8
条
―
第
8
8
条
）
 

第
８
章
 
表
決
（
第
7
8
条
―
第
8
8
条
）
 

 

第
９
章
 
請
願
（
第
8
9
条
―
第
9
5
条
）
 

第
９
章
 
請
願
（
第
8
9
条
―
第
9
5
条
）
 

 

第
1
0
章
 
秘
密
会
（
第
9
6条

・
第
9
7
条
）
 

第
1
0
章
 
秘
密
会
（
第
9
6条

・
第
9
7
条
）
 

 

第
1
1
章
 
辞
職
及
び
資
格
の
決
定
（
第
98
条
―
第
1
0
1
条
  
 
 
）
 

第
1
1
章
 
辞
職
及
び
資
格
の
決
定
（
第
98
条
―
第
1
0
1
条
の
２
）
 

 

第
1
2
章
 
規
律
（
第
1
0
2
条
―
第
1
0
9
条
）
 

第
1
2
章
 
規
律
（
第
1
0
2
条
―
第
1
0
9
条
）
 

 

第
1
3
章
 
懲
罰
（
第
1
1
0
条
―
第
1
1
6
条
）
 

第
1
3
章
 
懲
罰
（
第
1
1
0
条
―
第
1
1
6
条
）
 

 

第
1
4
章
 
公
聴
会
及
び
参
考
人
（
第
1
1
7条

―
第
1
2
3
条
）
 

第
1
4
章
 
公
聴
会
及
び
参
考
人
（
第
1
1
7条

―
第
1
2
3
条
）
 

 

第
1
5
章
 
会
議
録
（
第
1
2
4条

―
第
1
2
7条

 
 
 
 ）

 
第
1
5
章
 
会
議
録
（
第
1
2
4条

―
第
1
2
7条

の
２
）
 

 

第
1
6
章
 
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
第
1
2
8
条
）
 

第
1
6
章
 
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
第
1
2
8
条
）
 

 

第
1
7
章
 
議
員
の
派
遣
（
第
1
2
9
条
）
 

第
1
7
章
 
議
員
の
派
遣
（
第
1
2
9
条
）
 

 

第
1
8
章
 
補
則
（
第
1
3
0
条
）
 

第
1
8
章
 
補
則
（
第
1
3
0
条
）
 

 

付
則
 

付
則
 

 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
6
7

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
1
2
0
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議

会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

趣
旨
規
定
を
新
設
 

〔 〔〔〔
地
方
自
治
法
抜
粋

地
方
自
治
法
抜
粋

地
方
自
治
法
抜
粋

地
方
自
治
法
抜
粋

〕 〕〕〕
    

第
1
2
0条

 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会

は
、
会
議
規
則
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
参
集
）
 

第
１
条
 
議
員
は
、
招
集
の
当
日
開
議
定
刻
前
に
議
事
堂
に
参
集

（
参
集
）
 

第
１
条
の
２
 
議
員
は
、
会
議
の
招
集
の
当
日
、
開
議
の
定
刻
前

 実
態
に
即
し
た
表
現
に
改
正
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改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

し
、
そ
の
旨
を
議
長
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

に
議
場
に
参
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
欠
席
の
届
出
）
 

第
２
条
 
議
員
は
、
事
故
の
た
め
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の

理
由
を
付
け
、
当
日
の
開
議
時
刻
ま
で
に
議
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
会
議
の
欠
席
）
 

第
２
条
 
議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
会
議
を
欠
席
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
議
員
が
、
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
に
療
養
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
 

(
2
)
 
議
員
又
は
議
員
の
配
偶
者
が
、
出
産
す
る
場
合
 

(
3
)
 
議
員
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄

弟
姉
妹
又
は
配
偶
者
の
父
母
が
、
死
亡
し
た
場
合
 

(
4
)
 
議
員
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
若
し
く
は
配
偶
者
の
父
母
の

負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
、
議
員
が
、
そ
の
者
を
看
護
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
 

(
5
)
 
そ
の
他
会
議
を
欠
席
す
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
欠
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
欠
席
し
よ
う
と
す
る
議
員

は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
、
当
日
の
開
議
時
刻
ま
で
に
議
長
に
欠

席
届
（
別
記
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
開
議
時
刻
ま
で
に
提
出
で
き
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
事
後
に
お
い
て
欠
席
届

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ○
欠
席
の
理
由
を
明
記
 

 

・
負
傷
又
は
疾
病
 

 

・
出
産
（
新
設
）
 

・
親
族
等
の
死
亡
（
新
設
）
 

 ・
親
族
等
の
看
護
（
新
設
）
 

     ・
欠

席
の

期
間

は
、

議
長

が
別

に
定

め

る
。
 

  ・
欠
席
届
の
様
式
を
規
定
 

・
事
後
の
欠
席
届
の
提
出
を
規
定
 

 

第
３
条
～
第
６
条
 
【
略
】
 

（
会
期
中
の
閉
会
）
 

第
３
条
～
第
６
条
 
【
略
】
 

（
会
期
中
の
閉
会
）
 

 

第
７
条
 
会
議
に
付
さ
れ
た
事
件
を
す
べ
て
 
 
  
議
了
し
た
と
き

は
、
会
期
中
で
も
議
会
の
議
決
で
閉
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
８
条
 
【
略
】
 

第
７
条
 
会
議
に
付
さ
れ
た
事
件
の
議
事
が
全
て
議
了
し
た
と
き

は
、
会
期
中
で
も
議
会
の
議
決
で
閉
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
８
条
 
【
略
】
 

 

（
会
議
時
間
）
 

（
会
議
時
間
）
 

 

第
９
条
 
会
議
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す

る
。
 

第
９
条
 
会
議
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
す

る
。
 

 

２
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
時
間
を
変

２
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
時
間
を
変

 



1
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改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら

異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
決

め
る
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 。

 

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら

異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て

会
議
時
間
の
変
更
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

３
 
会
議
の
開
始
は
、
号
鈴
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
で
報

ず
る
。
 

３
 
会
議
の
開
始
は
、
ブ
ザ
ー
そ
の
他
議
長
の
定
め
る
方
法
で
報

ず
る
。
 

実
態
に
即
し
た
表
現
に
改
正
 

（
休
会
）
 

（
休
会
）
 

 

第
1
0
条
 
野
洲
市
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
1
6
年
野
洲
市
条

例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
市
の
休
日
は
、
休
会

と
す
る
。
 

第
1
0
条
 
野
洲
市
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
1
6
年
野
洲
市
条

例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
市
の
休
日
は
、
休
会

と
す
る
。
 

 

２
・
３
 
【
略
】
 

２
・
３
 
【
略
】
 

 

４
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
11
4
条
（
議
員
の
請
求
に
よ
る
開
議
）
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
議
会
の
議
決
が
あ
っ
た

と
き
は
、
議
長
は
、
休
会
の
日
で
も
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

第
1
1
条
・
第
1
2
条
 
【
略
】
 

４
 
法
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

第
1
1
4
条
（
議
員
の
請
求
に
よ
る
開
議
）
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
議
会
の
議
決
が
あ
っ
た
と
き

は
、
議
長
は
、
休
会
の
日
で
も
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
1
1
条
・
第
1
2
条
 
【
略
】
 

 

（
出
席
催
告
）
 

（
出
席
催
告
）
 

 

第
1
3
条
 
法
第
1
1
3条

（
定
足
数
）
の
規
定
に
よ
る
出
席
催
告
の
方

法
は
、
議
事
堂
に
現
在
す
る
議
員
又
は
議
員
の
住
所
（
別
に
宿

所
又
は
連
絡
所
の
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
の

宿
所
又
は
連
絡
所
）
に
文
書
又
は
口
頭
を
も
っ
て
行
う
。
 

第
1
4
条
～
第
1
8
条
 
【
略
】
 

第
1
3
条
 
法
第
1
1
3条

（
定
足
数
）
の
規
定
に
よ
る
出
席
催
告
の
方

法
は
、
議
場
 
 
に
現
在
す
る
議
員
又
は
議
員
の
住
所
（
別
に
宿

所
又
は
連
絡
所
の
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
の

宿
所
又
は
連
絡
所
）
に
文
書
又
は
口
頭
を
も
っ
て
行
う
。
 

第
1
4
条
～
第
1
8
条
 
【
略
】
 

 室
の
名
称
改
正
 

（
先
決
動
議
の
措
置
）
 

（
先
決
動
議
の
措
置
）
 

 

第
1
9
条
 
他
の
事
件
に
先
立
っ
て
表
決
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

動
議
が
競
合
し
た
と
き
は
、
議
長
が
表
決
の
順
序
を
定
め
る
。
た

だ
し
、
出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を

用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
決
め
る
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
。
 

第
2
0
条
～
第
2
8
条
 
【
略
】
 

第
1
9
条
 
他
の
事
件
に
先
立
っ
て
表
決
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

動
議
が
競
合
し
た
と
き
は
、
議
長
が
表
決
の
順
序
を
定
め
る
。
た

だ
し
、
出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を

用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て
表
決
の
順
序
を
決
定
す
る
。
 

第
2
0
条
～
第
2
8
条
 
【
略
】
 

 

（
投
票
用
紙
の
配
布
及
び
投
票
箱
の
点
検
）
 

（
投
票
用
紙
の
配
布
及
び
投
票
箱
の
点
検
）
 

 

第
2
9
条
 
投
票
を
行
う
と
き
は
、
議
長
は
、
職
員
を
し
て
議
員
に

第
2
9
条
 
投
票
を
行
う
と
き
は
、
議
長
は
、
職
員
に
 
 
  
議
員
に
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所
定
の
投
票
用
紙
を
配
布
さ
せ
た
後
、
配
布
漏
れ
の
有
無
を
確

か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

所
定
の
投
票
用
紙
を
配
布
さ
せ
た
後
、
配
布
漏
れ
の
有
無
を
確

か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
議
長
は
、
職
員
を
し
て
投
票
箱
を
点
検
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
議
長
は
、
職
員
に
 
 
  
投
票
箱
を
点
検
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

第
3
0
条
 
【
略
】
 

第
3
0
条
 
【
略
】
 

 

（
投
票
の
終
了
）
 

（
投
票
の
終
了
）
 

 

第
3
1
条
 
議
長
は
、
投
票
が
終
わ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
投
票

漏
れ
の
有
無
を
確
か
め
、
投
票
の
終
了
を
宣
告
す
る
。
そ
の
宣

告
が
あ
っ
た
後
は
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
3
1
条
 
議
長
は
、
投
票
が
終
わ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
投
票

漏
れ
の
有
無
を
確
か
め
、
投
票
の
終
了
を
宣
告
す
る
。
  
 
 
 
 
 
 
 

 ２
 
前
項
の
宣
告
が
あ
っ
た
後
は
、
議
員
は
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
 

 ２
項
へ
規
定
替
え
 

第
3
2
条
・
第
3
3
条
 
【
略
】
 

（
選
挙
に
関
す
る
疑
義
）
 

第
3
2
条
・
第
3
3
条
 
【
略
】
 

（
選
挙
に
関
す
る
疑
義
）
 

 

第
3
4
条
 
選
挙
に
関
す
る
疑
義
は
、
議
長
が
会
議
に
諮
っ
て
決
め

る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 。

 

第
3
4
条
 
選
挙
に
関
す
る
疑
義
は
、
議
長
が
会
議
に
諮
っ
て
当
該

疑
義
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

 

第
3
5
条
・
第
3
6
条
 
【
略
】
 

（
一
括
議
題
）
 

第
3
5
条
・
第
3
6
条
 
【
略
】
 

（
一
括
議
題
）
 

 

第
3
7
条
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
２
件
以
上

の
事
件
を
一
括
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い

な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
決
め
る
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
。
 

第
3
7
条
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
２
件
以
上

の
事
件
を
一
括
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い

な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て
一
括
議
題
の
可
否
を
決
定
す
る
。
 

 

（
議
案
等
の
朗
読
）
 

（
議
案
等
の
朗
読
）
 

 

第
3
8
条
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
題
に
な

っ
た
事
件
を
職
員
を
し
て
朗
読
さ
せ
る
。
 

第
3
8
条
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
題
に
な

っ
た
事
件
を
職
員
に
 
 
 
 朗

読
さ
せ
る
。
 

 

第
3
9
条
 
【
略
】
 

（
付
託
事
件
を
議
題
と
す
る
時
期
）
 

第
3
9
条
 
【
略
】
 

（
付
託
事
件
を
議
題
と
す
る
時
期
）
 

 

第
4
0
条
 
委
員
会
に
付
託
し
た
事
件
は
、
第
7
7条

（
委
員
会
報
告

書
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
ま
っ
て
議
題
と
す
る
。
 

第
4
0
条
 
委
員
会
に
付
託
し
た
事
件
は
、
委
員
会
の
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
報
告
書
の
提
出
を
待
っ
て
議
題
と
す
る
。
 

 

（
委
員
長
及
び
少
数
意
見
の
報
告
）
 

（
委
員
長
及
び
少
数
意
見
の
報
告
）
 

 



2
1
 

 

改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

第
4
1
条
 
委
員
会
が
審
査
又
は
調
査
し
た
事
件
が
議
題
と
な
っ
た

と
き
は
、
委
員
長
が
そ
の
経
過
及
び
結
果
を
報
告
す
る
。
 

第
4
1
条
 
委
員
会
が
審
査
又
は
調
査
し
た
事
件
が
議
題
と
な
っ
た

と
き
は
、
委
員
長
が
そ
の
経
過
及
び
結
果
を
報
告
す
る
。
 

 

２
 
第
7
6条

（
少
数
意
見
の
留
保
）
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
手
続

を
行
っ
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
次
い
で
少
数
意

見
の
報
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
少

数
意
見
が
２
個
以
上
あ
る
と
き
の
報
告
の
順
序
は
、
議
長
が
定

め
る
。
 

２
 
委
員
会
に
お
け
る
少
数
意
見
の
留
保
の
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
手
続

を
行
っ
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
次
い
で
少
数
意

見
の
報
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
少

数
意
見
が
２
個
以
上
あ
る
と
き
の
報
告
の
順
序
は
、
議
長
が
定

め
る
。
 

 

３
・
４
 
【
略
】
 

３
・
４
 
【
略
】
 

 

第
4
2
条
～
第
4
4
条
 
【
略
】
 

（
議
決
事
件
の
字
句
及
び
数
字
等
の
整
理
）
 

第
4
2
条
～
第
4
4
条
 
【
略
】
 

（
議
決
事
件
の
字
句
、
数
字
等
 
 
の
整
理
）
 

 

第
4
5
条
 
【
略
】
 

第
4
5
条
 
【
略
】
 

 

第
4
6
条
～
第
4
9
条
 
【
略
】
 

第
4
6
条
～
第
4
9
条
 
【
略
】
 

 

（
発
言
の
許
可
等
）
 

第
5
0
条
 
発
言
は
、
す
べ
て
議
長
の
許
可
を
得
た
後
、
登
壇
し

て
、
又
は
発
言
席
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
発
言

が
簡
単
な
場
合
そ
の
他
特
に
議
長
が
許
可
し
た
と
き
は
、
議
席

で
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
【
略
】
 

（
発
言
の
許
可
等
）
 

第
5
0
条
 
発
言
は
、
全
て
 
議
長
の
許
可
を
得
た
後
、
登
壇
し

て
、
又
は
発
言
席
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
発
言

が
簡
単
な
場
合
そ
の
他
特
に
議
長
が
許
可
し
た
と
き
は
、
議
席

で
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
【
略
】
 

 

（
発
言
の
通
告
等
）
 

第
5
1
条
 
会
議
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ

め
議
長
に
発
言
通
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
、
一
身
上
の
弁
明
そ
の
他
緊
急

を
要
す
る
場
合
及
び
発
言
を
通
告
し
た
者
が
す
べ
て
発
言
を
終

わ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
５
 
【
略
】
 

（
発
言
の
通
告
等
）
 

第
5
1
条
 
会
議
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ

め
議
長
に
発
言
通
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
、
一
身
上
の
弁
明
そ
の
他
緊
急
を

要
す
る
場
合
及
び
発
言
を
通
告
し
た
者
が
全
て
 
発
言
を
終
わ
っ

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
５
 
【
略
】
 

 

第
5
2
条
・
第
5
3
条
 
【
略
】
 

第
5
2
条
・
第
5
3
条
 
【
略
】
 

 

 
（
発
言
内
容
の
制
限
）
 

第
5
4
条
 
発
言
は
、
す
べ
て
簡
明
に
す
る
も
の
と
し
、
議
題
外
に

わ
た
り
、
又
は
そ
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
（
発
言
内
容
の
制
限
）
 

第
5
4
条
 
発
言
は
、
全
て
 
簡
明
に
す
る
も
の
と
し
、
議
題
外
に

わ
た
り
、
又
は
そ
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

【
地
方
自
治
法
抜
粋
】
 

第
1
2
9条

 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
会
議
中
こ
の
法
律
又
は
会
議
規
則

に
違
反
し
そ
の
他
議
場
の
秩
序
を
乱

２
 
議
長
は
、
発
言
が
前
項
の
規
定
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は

２
 
議
長
は
、
発
言
が
前
項
の
規
定
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
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注
意
し
、
な
お
従
わ
な
い
場
合
は
、
発
言
を
禁
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

は
、
当
該
発
言
者
に
対
し
指
導
 
 
 
 
 
 
 
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

す
議
員
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、

こ
れ
を
制
止
し
、
又
は
発
言
を
取
り

消
さ
せ
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
と

き
は
、
そ
の
日
の
会
議
が
終
る
ま
で

発
言
を
禁
止
し
、
又
は
議
場
の
外
に

退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
３
 
議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
従
わ
な
い
発
言
者
に

対
し
、
発
言
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
議
員
は
、
質
疑
に
当
た
っ
て
は
、
自
己
の
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
 

４
 
議
員
は
、
質
疑
に
当
た
っ
て
は
、
自
己
の
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
 

（
質
疑
の
回
数
）
 

（
質
疑
の
回
数
）
 

第
5
5
条
 
質
疑
は
、
同
一
議
員
に
つ
き
、
同
一
の
議
題
に
つ
い
て

３
回
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
議
長
の
許

可
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
5
5
条
 
質
疑
は
、
議
員
１
人
に
つ
き
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

３
回
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
議
長
の
許

可
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
発
言
時
間
の
制
限
）
 

（
発
言
時
間
の
制
限
）
 

 

第
5
6
条
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
発
言
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
5
6
条
 
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
発
言
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

２
 
議
長
の
定
め
た
時
間
の
制
限
に
つ
い
て
、
出
席
議
員
３
人
以

上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
 

会
議
に
諮
っ
て
決
め
る
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
。
 

２
 
議
長
の
定
め
た
時
間
の
制
限
に
つ
い
て
、
出
席
議
員
３
人
以

上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い

で
、
会
議
に
諮
っ
て
時
間
の
制
限
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

 

第
5
7
条
・
第
5
8
条
 
【
略
】
 

（
質
疑
又
は
討
論
の
終
結
）
 

第
5
7
条
・
第
5
8
条
 
【
略
】
 

（
質
疑
又
は
討
論
の
終
結
）
 

 

第
5
9
条
 
質
疑
又
は
討
論
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
そ
の

終
結
を
宣
告
す
る
。
 

２
 
質
疑
又
は
討
論
が
続
出
し
て
容
易
に
終
結
し
な
い
と
き
は
、

議
員
は
、
質
疑
又
は
討
論
終
結
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
質
疑
又
は
討
論
終
結
の
動
議
に
つ
い
て
は
、
議
長
は
、
討
論

を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
決
め
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
。
 

第
5
9
条
 
質
疑
又
は
討
論
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
そ
の

終
結
を
宣
告
す
る
。
 

２
 
質
疑
又
は
討
論
が
続
出
し
て
容
易
に
終
結
し
な
い
と
き
は
、

議
員
は
、
質
疑
又
は
討
論
終
結
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
質
疑
又
は
討
論
終
結
の
動
議
に
つ
い
て
は
、
議
長
は
、
討
論

を
用
い
な
い
で
、
会
議
に
諮
っ
て
そ
の
終
結
に
つ
い
て
決
定
す

る
。
 

 

第
6
0
条
・
第
6
1
条
 
【
略
】
 

（
緊
急
質
問
等
）
 

第
6
0
条
・
第
6
1
条
 
【
略
】
 

（
緊
急
質
問
等
）
 

 

第
6
2
条
 
質
問
が
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
真
に
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
 
 
 

第
6
2
条
 
質
問
が
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
真
に
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
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、
議
会
の
同
意
を
得
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
け
る
議
会
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
議
長
は
、
討
論
を
用

い
な
い
で
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

員
は
、
議
会
の
同
意
を
得
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

後
段
規
定
か
ら
項
へ
の
規
定
変
更
 

 
２
 
議
長
は
、
前
項
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
討
論
を

用
い
な
い
で
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
前
項
  
の
質
問
が
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

議
長
は
、
直
ち
に
制
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
質
問
が
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

議
長
は
、
直
ち
に
制
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 
（
質
問
の
回
数
）
 

第
6
2
条
の
２
 
質
問
は
、
議
員
１
人
に
つ
き
３
回
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
一
問
一
答
方
式
で
質
問
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

質
問
回
数
を
明
記
 

 

（
準
用
規
定
）
 

（
準
用
規
定
）
 

 

第
6
3
条
 
質
問
に
つ
い
て
は
、
第
5
5
条
（
質
疑
の
回
数
）
及
び
第

5
9
条
（
質
疑
又
は
討
論
の
終
結
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

第
6
3
条
 
質
問
に
つ
い
て
は
、
第
5
9
条
第
１
項
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

準
用
規
定
の
見
直
し
 

（
発
言
の
取
消
し
又
は
訂
正
）
 

（
発
言
の
取
消
し
又
は
訂
正
）
 

 

第
6
4
条
 
議
員
は
、
そ
の
会
期
中
に
限
り
、
議
会
の
許
可
を
得
て

自
己
の
発
言
を
取
り
消
し
、
又
は
議
長
の
許
可
を
得
て
発
言
の

訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
発
言
の
訂
正
は
、
字

句
に
限
る
も
の
と
し
、
発
言
の
趣
旨
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

第
6
4
条
 
議
員
は
、
そ
の
会
期
中
に
限
り
、
議
会
の
許
可
を
得
て

自
己
の
発
言
を
取
り
消
し
、
又
は
議
長
の
許
可
を
得
て
発
言
の

訂
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
発
言
の

訂
正
は
、
発
言
中
の
字
句
に
限
る
も
の
と
し
、
発
言
の
趣
旨
を

変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

  た
だ
し
書
か
ら
後
段
へ
の
規
定
変
更
 

第
７
章
 
委
員
会
 

（
議
長
へ
の
通
知
）
 

第
6
5
条
 
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
は
、

開
会
の
日
時
、
場
所
、
事
件
等
を
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
会
議
中
の
委
員
会
の
禁
止
）
 

第
6
6
条
 
委
員
会
は
、
議
会
の
会
議
中
は
、
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
 

（
委
員
の
発
言
）
 

第
6
7
条
 
委
員
は
、
議
題
に
つ
い
て
自
由
に
質
疑
し
、
及
び
意
見

第
７
章
 
削
除
 

 第
6
5
条
か
ら
第
7
7条

ま
で
 
削
除
 

委
員
会
規
則
に
規
定
替
え
 

委
員
会
規
則
に
規
定
替
え
 

(
以
下
第

7
7
条
ま
で
同
じ
) 
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を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
に
お
い
て
別
に

発
言
の
方
法
を
決
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
委
員
外
議
員
の
発
言
）
 

第
6
8
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
で
な
い
議
員
に
対
し
そ
の

出
席
を
求
め
て
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
委
員
会
は
、
委
員
で
な
い
議
員
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
っ
た

と
き
は
、
そ
の
許
否
を
決
め
る
。
 

（
委
員
の
議
案
修
正
）
 

第
6
9
条
 
委
員
は
、
修
正
案
を
発
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
案
を
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
分
科
会
又
は
小
委
員
会
）
 

第
7
0
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
分
科
会
又
は
小
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

（
連
合
審
査
会
）
 

第
7
1
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
他
の
委
員
会
と
協
議
し
て
連
合
審
査
会
を
開
く

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
証
人
出
頭
又
は
記
録
提
出
の
要
求
）
 

第
7
2
条
 
委
員
会
は
、
法
第
1
0
0
条
（
調
査
権
）
の
規
定
に
よ
る
調

査
を
委
託
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
証
人
の
出
頭
又
は
記
録
の

提
出
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
所
管
事
務
等
の
調
査
）
 

第
7
3
条
 
常
任
委
員
会
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て

調
査
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
項
、
目
的
、
方
法
、
期

間
等
を
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
議
会
運
営
委
員
会
が
、
法
第
1
0
9
条
第
３
項
に
規
定
す
る
調
査

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

（
委
員
の
派
遣
）
 

第
7
4
条
 
委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
委
員
を
派
遣
し
よ



2
5
 

 

改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
時
、
場
所
、
目
的
及
び
経
費
等
を

記
載
し
た
派
遣
承
認
要
求
書
を
議
長
に
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
閉
会
中
の
継
続
審
査
）
 

第
7
5
条
 
委
員
会
は
、
閉
会
中
も
な
お
審
査
又
は
調
査
を
継
続
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
付
け
、
議
長

に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
少
数
意
見
の
留
保
）
 

第
7
6
条
 
委
員
は
、
委
員
会
に
お
い
て
少
数
で
廃
棄
さ
れ
た
意
見

で
他
に
出
席
委
員
１
人
以
上
の
賛
成
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を

少
数
意
見
と
し
て
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
少
数
意
見
を
留
保
し
た
者
が
そ
の
意
見

を
議
会
に
報
告
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
簡
明
な
少

数
意
見
報
告
書
を
作
り
、
委
員
会
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
ま

で
に
、
委
員
長
を
経
て
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
委
員
会
報
告
書
）
 

第
7
7
条
 
委
員
会
は
、
事
件
の
審
査
又
は
調
査
を
終
わ
っ
た
と
き

は
、
報
告
書
を
作
り
、
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
7
8
条
～
第
8
6
条
 
【
略
】
 

（
簡
易
表
決
）
 

第
7
8
条
～
第
8
6
条
 
【
略
】
 

（
簡
易
表
決
）
 

 

第
8
7
条
 
議
長
は
、
問
題
に
つ
い
て
異
議
の
有
無
を
会
議
に
諮
る

こ
と
が
で
き
る
。
異
議
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
議
長
は
、

可
決
の
旨
を
宣
告
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
の
宣
告
に
対
し
て
、

出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
起

立
の
方
法
で
表
決
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
8
7
条
 
議
長
は
、
問
題
に
つ
い
て
異
議
の
有
無
を
会
議
に
諮
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
異
議
が
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
可
否
の
旨
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 後
段
に
規
定
替
え
 

た
だ
し
書
か
ら
２
項
へ
規
定
替
え
 

 

 
２
 
議
長
は
、
前
項
の
宣
告
に
対
し
て
、
出
席
議
員
３
人
以
上
か

ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
起
立
の
方
法
で
表
決
を
採
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
表
決
の
順
序
）
 

（
表
決
の
順
序
）
 

 

第
8
8
条
 
議
員
の
提
出
し
た
修
正
案
は
、
委
員
会
の
修
正
案
よ
り

先
に
表
決
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
8
8
条
 
議
員
の
提
出
し
た
修
正
案
は
、
委
員
会
の
修
正
案
よ
り

先
に
表
決
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
 
同
一
の
議
題
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
数
個
の
修
正
案
が
提
出

さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
が
表
決
の
順
序
を
定
め
る
。
そ
の
順
序

は
、
原
案
に
最
も
遠
い
も
の
か
ら
先
に
表
決
を
採
る
。
た
だ

し
、
表
決
の
順
序
に
つ
い
て
出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が

あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て

決
め
る
。
 

２
 
同
一
の
議
題
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
数
個
の
修
正
案
が
提
出

さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
が
表
決
の
順
序
を
定
め
る
。
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

３
 
修
正
案
が
す
べ
て
否
決
さ
れ
た
と
き
は
、
原
案
に
つ
い
て
表

決
を
採
る
。
 

３
 
前
項
の
表
決
の
順
序
は
、
原
案
に
最
も
遠
い
も
の
か
ら
先
に

表
決
を
採
る
も
の
と
し
、
修
正
案
が
全
て
否
決
さ
れ
た
と
き

は
、
原
案
に
つ
い
て
表
決
を
採
る
。
た
だ
し
、
表
決
の
順
序
に

つ
い
て
出
席
議
員
３
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
議
長

は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
表
決
の
順
序
を
決
定

す
る
。
 

 

第
8
9
条
 
【
略
】
 

第
8
9
条
 
【
略
】
 

（
請
願
書
の
撤
回
）
 

第
8
9
条
の
２
 
請
願
者
は
、
請
願
書
を
撤
回
す
る
と
き
は
、
議
長

の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
議
の
議
題
と

な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

  請
願
書
の
撤
回
規
定
を
新
設
 

第
9
0
条
～
第
9
2
条
 
【
略
】
 

（
紹
介
議
員
の
委
員
会
出
席
）
 

第
9
3
条
 
委
員
会
は
、
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
紹
介
議
員
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
紹
介
議
員
は
、
前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
請
願
の
審
査
報
告
）
 

第
9
4
条
 
委
員
会
は
、
請
願
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
を
次
の
区
分

に
よ
り
議
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
採
択
す
べ
き
も
の
 

(
2
)
 
不
採
択
と
す
べ
き
も
の
 

２
 
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
願
の
審
査

結
果
に
意
見
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
9
0
条
～
第
9
2
条
 
【
略
】
 

第
9
3
条
及
び
第
9
4条

 
削
除
 

 委
員
会
規
則
に
規
定
替
え
 

    委
員
会
規
則
に
規
定
替
え
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改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

３
 
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
請
願
で
、
市
長
そ
の
他
の
関

係
執
行
機
関
に
送
付
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
も
の
並
び
に

そ
の
処
理
の
経
過
及
び
結
果
の
報
告
を
請
求
す
る
こ
と
を
適
当

と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

第
9
5
条
～
第
9
7
条
 
【
略
】
 

第
9
5
条
～
第
9
7
条
 
【
略
】
 

 

第
1
1
章
 
辞
職
及
び
資
格
の
決
定
 

第
1
1
章
 
辞
職
及
び
資
格
の
決
定
 

 

（
議
長
及
び
副
議
長
の
辞
職
）
 

第
9
8
条
 
議
長
が
辞
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
副
議
長
に
、
副
議

長
が
辞
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
議
長
に
、
辞
表
 
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
辞
表
 
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
 
議
会

に
報
告
し
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
そ
の
許
否
を

決
め
る
 
。
 

３
 
閉
会
中
に
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
し
た
場
合
は
、
議
長
は
、

そ
の
旨
を
次
の
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
議
長
及
び
副
議
長
の
辞
職
）
 

第
9
8
条
 
議
長
が
辞
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
副
議
長
に
、
副
議

長
が
辞
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
議
長
に
、
辞
職
願
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
辞
職
願
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
議
会

に
報
告
し
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
そ
の
許
否
を
 

決
定
す
る
。
 

３
 
閉
会
中
に
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
し
た
場
合
は
、
議
長
は
、

そ
の
旨
を
次
の
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
議
員
の
辞
職
）
 

（
議
員
の
辞
職
）
 

 

第
9
9
条
 
議
員
が
辞
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
に
辞
表
 

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
は
、
議
員
の
辞
職
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
 

第
9
9
条
 
議
員
が
辞
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
に
辞
職
願

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
議
員
の
辞
職
願
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
そ
の

旨
を
議
会
に
報
告
し
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
そ
の

許
否
を
決
定
す
る
。
 

 

 
３
 
議
長
が
閉
会
中
に
議
員
の
辞
職
を
許
可
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
そ
の
旨
を
議
員
及
び
執
行
機
関
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

閉
会
中
の
議
員
辞
職
の
場
合
の
報
告
義

務
を
新
規
に
規
定
 

第
1
0
0
条
・
第
1
0
1条

 
【
略
】
 

 

第
1
0
0
条
・
第
1
0
1条

 
【
略
】
 

（
決
定
書
の
交
付
）
 

第
1
0
1
条
の
２
 
議
長
は
、
議
会
が
議
員
の
被
選
挙
権
の
有
無
又
は

法
第
9
2
条
の
２
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
法

第
1
2
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
決
定
を

 決
定
書
の
交
付
手
続
を
新
規
に
規
定
 

〔
地
方
自
治
法
抜
粋
〕
 

第
9
2
条
の
2 

普
通
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
は
、
当
該
普
通
地
方
公
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改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

求
め
た
議
員
及
び
決
定
を
求
め
ら
れ
た
議
員
に
対
し
、
決
定
書

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

共
団
体
に
対
し
請
負
を
す
る
者
及
び

そ
の
支
配
人
又
は
主
と
し
て
同
一
の

行
為
を
す
る
法
人
の
無
限
責
任
社

員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
監

査
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き

者
、
支
配
人
及
び
清
算
人
た
る
こ
と

が
で
き
な
い
 

第
1
2
7条

 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議

会
の
議
員
が
被
選
挙
権
を
有
し
な
い

者
で
あ
る
と
き
又
は
第
9
2
条
の
2

（
中
略
）
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
職
を
失
う
。
そ
の
被
選
挙

権
の
有
無
又
は
第
9
2
条
の
2の

規
定

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
議
員
が

公
職
選
挙
法
第
1
1条

 、
第
11
条
の
2

若
し
く
は
（
中
略
）
場
合
を
除
く
ほ

か
、
議
会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
出
席
議
員
の

３
分
の
２
以
上
の
多
数
に
よ
り
こ
れ

を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
1
2
章
 
規
律
 

第
1
2
章
 
規
律
 

第
1
0
2
条
～
第
1
0
9条

 
【
略
】
 

第
1
3
章
 
懲
罰
 

第
1
0
2
条
～
第
1
0
9条

 
【
略
】
 

第
1
3
章
 
懲
罰
 

第
1
1
0
条
～
第
1
1
6条

 
【
略
】
 

第
1
1
0
条
～
第
1
1
6条

 
【
略
】
 

第
1
4
章
 
公
聴
会
及
び
参
考
人
 

第
1
4
章
 
公
聴
会
及
び
参
考
人
 

第
1
1
7
条
～
第
1
2
3条

 
【
略
】
 

第
1
1
7
条
～
第
1
2
3条

 
【
略
】
 

第
1
5
章
 
会
議
録
 

第
1
5
章
 
会
議
録
 

第
1
2
4
条
～
第
1
2
7条

 
【
略
】
 

第
1
2
4
条
～
第
1
2
7条

 
【
略
】
 

 
（
会
議
録
の
保
存
年
限
）
 

第
1
2
7
条
の
２
 
会
議
録
の
保
存
年
限
は
、
永
年
と
す
る
。
 

 会
議
録
保
存
期
限
を
明
記
 

第
1
6
章
 
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
 

第
1
6
章
 
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
 

 

【
以
下
略
】
 

【
以
下
略
】
 

別
記
様
式
（
第
２
条
関
係
）
 

年
 
月
 
日
 

 
野
洲
市
議
会
 

議
長
 
 
 
 
 
 
様
 

 
野
洲
市
議
会
議
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

欠
 
席
 
届
 

 
下
記
の
会
議
に
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
出
席
で
き
な
い
の
で
届

け
ま
す
。
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改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

備
 
 
考
 

記
 

１
 
会
議
の
期
日
 

２
 
会
議
の
名
称
 

３
 
理
由
 

 
 
 
付
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
2
7年

1
0
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

   


